
納得する解決まで闘います！ 

国会議員有志    JAL 争議団       JAL 被解雇者労働組合 
        ☎ 03-5705-5716      📱 080-4605-3383 

必要なかった整理解雇から13 年目 
「解決に踏み出す」からもうすぐ 5 年！ 

主催： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解雇は有効の判決を受けている

解雇は有効の判決を受けている 

2023年 2月 

 

院内報告集会 

2022 年 7 月 29 日、乗員組合とキャビンクルーユニオンは 

会社提案「業務委託」に合意し争議を終結しました。 

しかし、JAL 争議は全面解決していません。 

現在、私たちは東京都労働委員会に JAL と国土交通省を 

団体交渉拒否・中立保持義務違反を理由に申し立てております。 

多くの国会議員・支援者の皆様に、闘いの現状を御理解いただき、 

解決に向けて更なるご尽力を賜りたいと存じます。 

皆様のご参加を心からお待ちしております。 
 

 

（JHU 2021 年 5 月から団交スタート） 

*ILO166 号勧告（被解雇者の優先雇用）無視！ 

「従っている企業があるなら教えてください」 

 

*大勢に迷惑をかけたから・・・、 

「自分達だけお金ちょうだいですか？」 

 

*解決を求める赤坂社長宅へのハガキに苦情！ 

「赤坂社長の家族の身にもなってくださいよ」 

 

 

*「解雇は有効」の判決を受けている 

*解決金を払うつもりはない 

 


